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お
知
ら
せ

募
　
　
集

相
　
　
談

就
　
　
職

平
成
27
年
度
の
育
児
マ
マ

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
利
用
券

に
つ
い
て

育
児
マ
マ
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
利
用

券
は
、
在
宅
乳
児
（
３
か
月
か
ら

１
歳
未
満
）
を
養
育
す
る
保
護
者

の
方
が
、
心
身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
、

冠
婚
葬
祭
、
通
院
な
ど
で
乳
児
を

一
時
的
に
預
け
る
こ
と
が
で
き
る

利
用
券
で
す
。

市
で
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
対

象
年
齢
を
３
歳
未
満
ま
で
延
長
の

う
え
配
布
枚
数
を
増
や
す
こ
と
を

検
討
し
て
い
ま
す
。
詳
細
が
決
ま

り
ま
し
た
ら
、
広
報
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

■�

現
在
お
持
ち
の
利
用
券
は
有
効

期
限
内
（
１
歳
に
な
る
ま
で
）

に
お
使
い
く
だ
さ
い
。

■�

現
在
お
持
ち
の
利
用
券
と
新
制

度
で
の
利
用
券
を
交
換
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
（
現
在

お
持
ち
の
利
用
券
の
有
効
期

限
は
延
長
し
ま
せ
ん
）。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

こ
ど
も
福
祉
課

　

☎（
52
）１
１
１
４

幼
児
２
人
同
乗
用
自
転
車

購
入
費
補
助
金
の
終
了
の

お
知
ら
せ

幼
児
２
人
同
乗
用
自
転
車
購
入

費
補
助
金
は
、
平
成
27
年
３
月
を

も
っ
て
終
了
と
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
平
成
26
年
度
に
購
入
し
た
も

の
に
限
り
、
購
入
日
か
ら
１
年
以

内
の
申
請
で
あ
れ
ば
補
助
の
対
象

と
な
り
ま
す
。
申
請
を
さ
れ
る
場

合
に
は
忘
れ
ず
に
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
申
請
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
こ

ど
も
福
祉
課
に
お
問
い
合
せ
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

こ
ど
も
福
祉
課

☎（
52
）１
１
１
４

くらしの情報

国
民
健
康
保
険
人
間
ド
ッ
ク

検
診
費
用
助
成
の

申
し
込
み
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
人
間

ド
ッ
ク
検
診
費
用
助
成
の
申
し
込

み
は
、
１
月
30
日
㈮
が
締
め
切
り

で
す
。

受
診
は
3
月
31
日
㈫
ま
で
可
能

で
す
の
で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
期

限
ま
で
に
申
し
込
み
を
お
願
い
し

ま
す
。

な
お
、
１
月
31
日
㈯
以
降
の
お

申
し
込
み
に
つ
い
て
は
、
補
助
対

象
外
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

ま
た
、
平
成
26
年
度
中
に
特
定

健
診
を
受
診
さ
れ
て
い
る
方
に
つ

い
て
も
補
助
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
☎
（
40
）
５
５
５
６

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

（
顔
写
真
な
し
）
が
郵
送

で
も
申
請
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た

平
成
27
年
１
月
か
ら
、
顔
写
真

な
し
の「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」

の
申
請
が
郵
送
で
で
き
る
よ
う
に

な
り
、
窓
口
で
の
待
ち
時
間
が
短

縮
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
顔
写
真
付
き
の
「
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
に
つ
き
ま
し

て
は
、
従
来
ど
お
り
市
民
課
窓
口

で
の
み
の
申
請
と
な
り
ま
す
。

■
申
請
方
法

「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
交
付

申
請
書
（
郵
送
用
）」
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
。
※
申
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ま
た
は
市
民
課
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

■
受
取
り
方
法

申
請
後
、
市
民
課
よ
り
郵
送
で

届
く
照
会
書
と
、
照
会
書
に
記
載

さ
れ
て
い
る
本
人
確
認
書
類
を
お

持
ち
の
う
え
、
申
請
時
に
受
取
り

希
望
し
た
市
民
課
窓
口
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。
※
カ
ー
ド
の
受
取
り

は
ご
本
人
の
み
と
な
り
ま
す
。

■
受
付
時
間

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
お
持

ち
の
方
は
コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
利
用

登
録
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民

票
や
印
鑑
証
明
書
（
印
鑑
登
録
済

み
の
方
）
を
全
国
の
セ
ブ
ン
‐
イ

レ
ブ
ン
・
ロ
ー
ソ
ン
・
フ
ァ
ミ
リ

ー
マ
ー
ト
・
サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク

ス
に
設
置
さ
れ
た
マ
ル
チ
コ
ピ
ー

機
か
ら
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

〒
３
２
９

−

０
４
９
２

下
野
市
小
金
井
１
１
２
７

　
下
野
市
市
民
課
☎（
40
）５
５
５
７

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
の

停
止
に
つ
い
て

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
利
用

し
た
コ
ン
ビ
ニ
で
の
証
明
書
サ
ー

ビ
ス
に
つ
き
ま
し
て
、
シ
ス
テ
ム

更
新
作
業
の
た
め
１
月
20
日
か
ら

22
日
の
３
日
間
登
録
及
び
コ
ン
ビ

ニ
で
の
利
用
が
で
き
ま
せ
ん
。

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
国
分
寺
庁
舎
内
の
自
動

交
付
機
に
つ
い
て
は
通
常
ど
お
り

利
用
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

市
民
課
☎（
40
）５
５
５
７

お
詫
び
と
訂
正

　

広
報
し
も
つ
け
12
月
号
８
ペ
ー

ジ　

下
野
市
長
表
彰　

退
職
団
員

表
彰
状
の
表
彰
者
名
に
誤
り
が
ご

ざ
い
ま
し
た
。

誤
り　

山
中　

貴
裕

正　
　

中
山　

貴
裕

訂
正
し
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。


